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要旨：本論文では，ドイツと日本における原子力反対運動を比較することで，ドイツと日本の社会運動の違いと共通
点を明らかにすることを目的としている．
具体的な事例として１９７０年代から１９９０年代にかけて生じた青森県六ヶ所村で行われた原子力施設反対運動と，ドイ
ツのニーダーザクセン州にあるゴアレーベンで行われた原子力施設反対運動を対象とする．
その際，（１）日本とドイツにおけるエネルギー政策と原子力反対運動の歴史，（２）六ヶ所村とゴアレーベンの経
済的背景と，二つの地域の原子力反対運動の団体の財政的・人的資源，（３）両国の政治的な背景と，六ヶ所村とゴ
アレーベンで行われた原子力反対運動の軌跡という 3つの点から両者を比較・ 検討する．
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1 はじめに

本論文では，ドイツと日本における原子力反対運動を

政治的な背景をふまえて相互に比較することで，両国の

社会運動の違いと共通点を明らかにすることを目的とし

ている．具体的な事例として，１９７０年代から１９９０年代に

かけて生じた青森県六ヶ所村で行われた原子力施設反対

運動と，ドイツのニーダーザクセン州にあるゴアレーベ

ンで行われた反原発運動を比較検討する．

２つの地点では，再処理工場・施設，中間貯蔵施設，

最終処分場の建設が予定された．ドイツでは，１９８９年に

再処理計画が放棄されたが，両地点では中間貯蔵施設が

建設された．現在までに両国では最終処分場が決まって

いない（Probst,２００３：５８－５９）．

原子力エネルギー政策にとって必要な諸施設が，両国

の辺鄙な地方に計画された．しかし一方では猛烈な反対

運動の結果一部の施設の建設は放棄され，もう一方では

いまだに古い政策が維持されている．このような違いは

いったいどこから生じたのか．本研究では，日本とドイ

ツの社会運動を比較し，その軌跡を明らかにすることを

試みる．これを通じて，社会運動と政治過程の関係性に

関する理解が進み，日本とドイツの市民社会や社会運動

に関する研究に貢献することが期待される．

このテーマを通して，次の２つのポイントが明らかに

なるであろう．それは両国における（１）市民社会と社

会運動の差異，（２）エネルギー政策の差異である．

日本の市民社会と社会運動には脆弱性があるのに対し

て，ドイツの市民社会と社会運動が強靭であることが日

独両国の社会科学者に指摘されている．

たとえば日本の市民社会と市民運動の脆弱性につい

て，長谷川公一は次のように指摘する．

政治的機会の閉鎖性や資源動員能力の限界に規定され

て，日本の反原発・脱原発運動は，政府や地方自治

体，産業界に対する影響力が乏しいという大きな限界

をもっている（長谷川，２００３：２１１）．

とはいうものの，両国における市民社会と社会運動な

どの具体的な差異や共通点はどこにあるのだろうか．具

体的な事例を通じて，その疑問に答えていきたい．

現在日独両国のエネルギー政策，原子力政策も大きく

異なってきた．その原因は市民社会の影響力の差による

ものであると指摘されている．エネルギー政策の違いは

市民社会だけの影響だけから生まれたかどうかは，本論

で答えられない問題かもしれないが，それぞれのエネル

ギー政策は両国の将来に大きな意味を持ってくるのは間

違いないと言えるだろう．
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２０１１年３月１１日に日本で東日本大震災が起きた直後

に，２０２２年までに全ての原子力発電所を停止し，脱原発

するということをドイツ政府は決断した．この年，２０１１

年にはドイツのエネルギー政策は大きな転換をむかえ，

ドイツ連邦首相アンゲラ・メルケルは，原発の稼働期間

延長の見直しを決定した．６月には２０２２年までに脱原発

を達することを盛り込んだ第１２次改正原子力法が閣議で

決定され，７月に連邦参議院で承認された．その結果ド

イツ国内の原発は２０２２年までに順次閉鎖されることに

なっている．ドイツでは２０１１年３月の時点で１６基の原発

が稼働しており，１基が休止中だった．その１７基のう

ち，８基がすでに廃炉へ向けて，運転が停止された．

青木聡子によると，ドイツでは脱原発が決定されたこ

とには２つの重要なきっかけがあった（２０１３：６１－

６２）．第一に，連邦首相の判断，すなわち政治の舞台に

おける決断がドイツの脱原発に決定的な役割を果たした

こと．第二に，原子力施設反対運動が脱原発政策を強力

に後押ししていたことである．

福島第一原発事故直後から連邦各地で大規模なデモ

や集会が実行されるなど人々の脱原発の志向性は目に

みえて高まっていたし，メルケルが連邦議会でみずか

らの決断の理由を述べる際にもちいた，もはや残余リ

スクですら許容しえないのだという主張も，もともと

は原子力施設反対運動の人々が長年にわたって強調し

てきたことであった（青木，２０１３：６１－６２）．

ドイツの原子力施設反対運動はすでに４０年以上にわた

る積み重ねが存在しているので，高い影響力を持ってい

ると青木は指摘する（青木，２０１３：６１－６２）．

一方，福島で大規模な原発事故を起こした日本では

２０１５年８月に原発を再稼働した．こうした状況から見

て，両国のエネルギー政策の違いは大変興味深いテーマ

である．

2 先行研究と社会運動論の定義

２．１ 原子力反対運動の日独比較に関する先行研究
ドイツと日本のそれぞれの原子力反対運動については

多くの文献があるのに対して，日独両国の運動を比較し

た研究は少ない．日本の原子力反対運動や原子力政策に

ついての本はいくつか出版されている．ドイツの社会運

動や原子力反対運動についての資料はあるが，それらは

ドイツ語や英語で書かれており，日本語に翻訳されたも

のは少ない．日本語で読めるドイツの原子力反対運動に

ついての書籍として次のようなものが挙げられる．

２０１３年に青木聡子が書いた「原子力施設立地をめぐる

「被害」と「加害」―ドイツ・ヴィール原発建設計画の

事例から―」と『ドイツにおける原子力施設反対運動の

展開：環境志向型社会へのイニシアティブ』という２つ

の研究，または，２０１２年にヨアヒム・ラートカウによっ

て書かれた『ドイツにおける原子力施設反対運動の展

開：環境志向型社会へのイニシアティブ』という文献で

ある．

また比較研究については，「「六ヶ所村」と「巻町」の

あいだ―原子力施設をめぐる社会運動と地域社会」とい

う長谷川公一が１９９９年に書いた論文があるが，それは青

森県の六ヶ所村と新潟県の巻町で行われた原子力反対運

動を比較するものである．様々な国で行われた原子力反

対運動の比較を行っている研究として次の２つが挙げら

れる．２０１４年に出版された『脱原発の比較政治学』と１９８２

年に出版された『反核の論理：欧米・第三世界・日本』

という書物である．

２．２ 社会運動の定義
社会運動という概念は多様であり定義するのは容易で

はない．しかしながら，社会運動を理解するためには，

なんらかの定義が必要となってくる．本論では日本の社

会運動論の第一人者である長谷川公一による定義を選択

したい．長谷川によると，社会運動は「現状への不満や

予想される事態に関する不満にもとづいてなされる変革

志向的な集合行為である」（長谷川，２００３：１７９）．

原子力反対運動は環境問題運動であると長谷川は指摘

している．環境問題をめぐる社会運動は「環境保全に関

する不満にもとづいてなされる変革志向的な集合行為」

である．環境運動は「リスク回避型運動」という特質を

持っており，環境に関わるリスク回避，環境リスクから

の生活防衛をめざす運動である（長谷川，２００３：１７９）．

長谷川は６つの環境運動の種類を区別する．（１）公害

反対運動，（２）自然保護運動，（３）環境教育運動，

（４）アメニティ改善運動，（５）有機農業運動，（６）

保存運動．原子力反対運動は公害反対運動・開発反対運

動に近い性格を帯びていると記している．そして環境運

動は「リスク回避型運動」であるがゆえに，非妥協性で

ある．これを原子力反対運動にあてはめれば，原子力発

電所が建設されるか，されないかという２つの選択肢し

かないので，非妥協性を有していると言える．もう一つ

の特徴として，環境運動は汚染企業や開発容認的な政府

機関と対決するコンフリクト状況下の運動だと長谷川は
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指摘している．運動スタイルとしては，告発，対決，批

判型という３つのパターンが挙げられている（長谷川，

２００３：１８０）．

社会運動という現象を分析するために必要なツールと

して，社会運動論の３つの 理論を紹介していく．それ

らは，政治機会構造論（Structure of Political Opportuni-

ties），動員構造論（Mobilizing Structure），文化的フ

レーミング論（Cultural Framings）という３つのモデル

である．

通常は Kitschelt（１９８６年）や Kriesi et al.（１９９５年）に

代表されるように，社会運動が国家レベルで論じられて

いることが多い．しかしながら，長谷川の論文に基づい

て，本論では当該市町村の地域政治レベルに読み替える

ことにしていく（長谷川，１９９９：５９－６０）．

政治機会構造論によると，政治や行政には社会運動に

とっての政治的な機会と抑制要因がある．社会運動の活

動主体は，その機会と抑制要因によって，社会運動の発

生，発展過程，軌跡，成功率などが変化する．つまり政

治過程論によると，政治は静態的なものではなくて，動

態的なものであるため，政治の変更によって政治的な

チャンスが開き，社会運動の影響力が高まっていく可能

性がある．開いたチャンスを掴むために，社会運動の活

動主体は，その機会自体を活動のためのチャンスとして

捉える必要がある．また政治的な抑制要因が現れたら，

社会運動の影響力は弱まっていく（Tarrow,２０１１：１２,

Kriesi et al.,１９９５：１１８）．

活動主体が利用できる様々な資源は，資源動員論が着

目してきた運動を規定する変数群である．どのような資

源が動員可能であるのかに注目したものである（長谷

川，１９９９：６２）．資源動員論によると，社会運動の成功

は運動に参加している団体と個人が持っている資源（財

政的，人的資源）次第である．こうした資源は運動の発

生，展開過程，解体に影響を与える．エネルギー政策に

関わっている活動主体の間に，資源はどう分配されてい

るかによって原子力反対運動の影響力が変わる．言い換

えれば，社会運動と運動のサポーターが多数の資源を持

つなら，社会運動の影響力が高まっていく（Kern,

２００８：１０－１１, Herkenrath,２０１１：３７,３９）．

次に「フレーム」とは集合行為，社会運動を正当化

し，参加を動機づけるような，参加者に共有された「世

界イメージ」と運動の「自己イメージ」である．そのフ

レームを形成するための意識的プロセスは「フレーミン

グ」と称されている．長谷川によると，原子力反対運動

において支持者の広がりの難しさや問題点は「建設反

対」と「白紙撤回」という新鮮なフレームを提示し難い

ことにある（長谷川，１９９９：６４）．

以上の３つのモデルに基づいて，第３節では（１）日

本とドイツにおけるエネルギー政策と原子力反対運動の

歴史について，第４節では（２）六ヶ所村とゴアレーベ

ンの経済的背景と，二つの地域の原子力反対運動団体の

財政的・人的資源，第５節では（３） 両国の政治的な

背景と，六ヶ所村とゴアレーベンで行われた原子力反対

運動の軌跡について分析していく．

3 日本とドイツのエネルギー政策と原子
力反対運動

３．１ 敗戦国としての共通点
日本とドイツの原子力政策の背景には，アメリカの原

子力政策が大きな影響力を持っている．１９５３年１２月８日

にドワイト・D・アイゼンハワー大統領が「平和のため

の原子力」という有名な演説をニューヨークの国際連合

総会で行った．その演説では，国連の下に国際的な原子

力機関（IAEO）を設立することを提案し，原子力の平

和的利用を促進すること，核分裂物質の生産と利用を監

視することは，同機関の目的になるとした（Sternstein,

２０１３：１５－１６）．

第二次世界大戦の敗北によって旧西ドイツでは原子

力の開発が禁止されていた．しかしながら，１９５５年のパ

リ協定によって，核兵器を製造しないという約束と引き

換えに，こうした禁止措置が正式に撤回され，原子力発

電開発が始まった（Sternstein,２０１３：１９, Rucht,１９８０：

１７－１９）．

ドイツでは１９４５年以降の原子力開発の初期段階で原子

力利用に対する楽観が優勢になった．その大きな理由の

一つは当時の経済の成長だっただろう．そして，ドイツ

が原爆の被害を経験していない国であったことも関係し

ていると思われる．従って，日本のように，メディアや

政府の宣伝によって原子力の利用を民生用と軍事用に区

分する必要がなかったのだろう（Sternstein,２０１３：１８,

２０－２２, Rucht,１９８０：２０－２２）．

一方日本の原子力の利用が民生用と軍事用に区分さ

れ，前者に限定されていることには大きな意味がある．

日本は唯一の原爆の被爆国であるため，平和的利用と軍

事用の区別なしでは，国内に大きな抗議運動が起こった

だろう．アメリカと日本のメディアや政府は，原子力の

平和的利用の豊かな可能性について多くの宣伝を行い，

結局大勢の人が原子力エネルギーの導入に賛成した．そ

して日本では原子力の民生利用が１９５０年代に始まること
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になった．

広島，長崎への原爆投下後，連合国占領下の日本にお

いては核兵器の被害についての情報は統制されてお

り，１９４０年代後半までは国民にはそれらの情報は知らさ

れていなかった．それに対して，ドイツでは，原子力に

ついての知識・原子力の危険性に対する認識が日本より

高かったと言えるだろう．

１９７３年１０月に石油輸出国機構（OPEC）の原油価格の

引き上げにより，オイルショックとも呼ばれている原油

価格の高騰が起こった（Sternstein,２０１３：１４９，舩橋，

２０１３：１６）．これは１９７３年（第一次）と１９７９年（第二次）

に始まる原油の供給逼迫および原油価格高騰と，世界の

経済混乱である．その結果１９７３年から１９８６年４月にかけ

ては，日本とドイツでは原子力は石油代替エネルギーと

して見られるようになった（長谷川，２００３，１８２－１８３）．

ドイツは，資源がそれほど豊富ではないのに，日本の

ように原子力への依存度が高くなかった．それでもオイ

ルショックによって，西洋の先進工業国は OPECに対

する過度の依存性に危機感を抱いた．その結果エネル

ギー政策を転換し，化石燃料の代替エネルギーとして原

子力エネルギーを推進した（Sternstein，２０１３：２０，Pog-

gendorf，２００８：３０）．

３．２ 日本のエネルギー政策と原子力反対運動の歴史
日本は資源が少なく，エネルギー自給率が低い国であ

る．膨大なエネルギー資源を輸入する必要があるため，

輸入国への貿易依存度が高まっていく．

日本の原子力政策が１９５０年代から現在にかけて，あま

りに変わらなかった理由として，政治的機会構造の閉鎖

性が挙げられる．ここでいう政治的機会構造の閉鎖性と

は，日本の政府は政治以外の活動主体の意見をあまりに

聞かず，政治政策を決定しているということを意味して

いる．その結果，日本政府は反対運動の抑えこみをは

かってきたので，全国的レベルにおいて，日本の原子力

反対運動が成功しなかった（長谷川，２００３：１８６－１８７）．

１９６０年代後半，高度経済成長に伴う公害問題が深刻化

し，原子力反対運動が全国的に広がってきた．反公害運

動の一部として反原発運動も徐々に広がっていった（舩

橋，２０１３：１３，１６，本田，２０１４：７３）．

こうして日本に原発反対運動が誕生したが，当時の反

対運動は原発を「反戦平和運動」の視点から批判した．

それに対して，原発の建設予定地点で行われた反対運動

は農漁業者を中心とした運動で，原発建設を批判し，農

地，漁業権を守ろうとした生活防衛的な運動だった（長

谷川，２００３：１８１－１８２）．建設予定地で行われた反対運

動と全国的なレベルで行われた「反戦平和運動」の目的

や目標が異なっていたため，一緒に政治行動を行わな

かった．そして，それぞれの地方で行われた反対運動は

財政的と人的資源で恵まれなかったという理由などに

よって，その勢力は全般的に弱かったと言えるだろう．

広島と長崎で起きた原爆の被害，そして第五福竜丸被

曝事件の影響があったため，原水爆禁止運動が台頭した

（本田，２０１４：７７）．しかしながら，この運動には冷戦に

よるイデオロギー対立が色濃く反映されていた．１９５４年

の第五福竜丸事件をきっかけに原水爆禁止日本協議会

（原水協）が結成された．１９６１年，全日本労働組合会議

と民主社会党が核兵器禁止平和建設国民会議（核禁会

議）を，また社会党や総評なども１９６５年に，全ての核兵

器に同等に反対する原水爆禁止日本国民会議（原水禁）

を結成した．その結果，原水爆禁止日本協議会（原水

協，１９５５年結成）には共産党系のみが残った．そのなか

で，社会党・総評系の原水禁のみが明確に原子力反対の

立場をとるようになる．そのため，運動は分裂した．

１９７２年に社会党は，運動方針に反原発闘争を採用し，総

評とともに住民運動を組織的に支援した（本田，２０１４：

７７－７８）．

１９５０年代以降自由民主党が政権を維持した．「５５年体

制」 の下では，原子力開発体制の基本枠組みが具体化

された．１９９３年６月には小沢辰男元厚相（旧田中派）と

小沢一郎が自民党を離党し，新生党に参加したため，国

政的レベルにおける自民党が分裂した．しかしなが

ら，１９９０年代までの原子力政策がすでに決定されてし

まっており，当時のエネルギー政策がそのまま現在まで

継承されてきた（長谷川，１９９９：６１，長谷川，２００３：２０７）．

１９５４年３月１日に第五福竜丸被爆事件が起こったにも

かかわらず，同年３月２日に改進党は自由党や日本自由

党の賛同を得て，日本初の原子力予算案を衆議院予算委

員会に提出した．その額はウラン２３５にゴロを合わせて

２億３５００万円とされた（本田，２０１４：７２）．１９５５年１２月

に，両院の「原子力合同委員会」の作業の結果として，

原子力基本法，原子力委員会設置法，総理府設置法改正

案（総理府内に原子力局を設置）の３法案が参議院本会

議で可決成立した（本田，２０１４：７２）．翌年，原子力委

員会によって「原子力開発利用長期基本計画」が策定さ

れた．秋元健治によると１９５６年に決定された基本方針は

現在でも変わらないとされる（秋元，２０１４：６０）．

日本の再処理政策は日本政府の原子力政策の硬直性の

代表的な例である．六ヶ所再処理工場は，日本原燃が所
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有する核燃料の再処理工場である．１９９３年から約２兆

１９００億円超の費用をかけて，青森県上北郡六ヶ所村弥栄

平地区に建設が進められている．試運転の終了は当初

２００９年２月を予定していたが，様々なトラブルが相次ぎ

「時期未定」としたケースを含めて２３回の延期をしてい

る．

１９６７年以降，動燃（動力炉・核燃料開発事業団）の東

海再処理工場は処理能力も低く故障続きで，電力業界は

使用済み核燃料の再処理をイギリスとフランスに委託し

てきた．そのため，１９６７年に東海第一原発の使用済み核

燃料をイギリスに輸送するという契約が結ばれた（秋

元，２０１４：６２，６８）．１９６８年には動燃は研究用原子炉の

設計をはじめ，１９８３年に福井県敦賀市白木地区で高速増

殖炉原型炉「もんじゅ」の建設に着手した．「もんじゅ」

は１９９４年に臨界に達したが，その後再び事故が起きたた

め，２０１０年まで稼働していなかった．１９９５年１２月に高速

増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故が起きた（長

谷川，２００３：１８４－１８５）．２０１６年９月２１日に政府は高速

増殖炉「もんじゅ」について，年末までに廃炉を決定し

た（朝日新聞，２０１６年９月２２日）．

１９７０年代には世界的な経済情勢の変化の中で，日本に

おける高度経済成長は終焉を迎えた（舩橋，２０１３：１７）．

しかしながら，１９７１年にはドルショックがおきたにもか

かわらず，日本政府はその経済状況の変化を鑑みること

なく，青森県での原子力施設の建設を含む「むつ小川原

開発計画」を閣議決定し，巨額の予算を投入し始めた

（鎌仲，２００９：５２）．

１９８６年４月に起きたチェルノブイリ原発事故は原発技

術の危険性をはっきり示したため，全国的な原子力反対

運動のひろがりのきっかけとなった（長谷川，２００３：

１９４）．チェルノブイリ原発事故が起きた直後の１９８７年か

ら１９８９年にかけて，全国的に原子力発電に反対する運動

は高揚期を迎えた．日本の原子力反対運動の主体とし

て，それまでは男性が多かったが，子供をもつ女性を中

心として「反原発ニューウェーブ」と呼ばれた運動が誕

生した．青森県でも，核燃料サイクル施設建設に反対す

る運動が八戸市，弘前市などを中心に全県的に高揚した

（長谷川，２００３：１８４－１８５，１８８－１８９）．

チェルノブイリ原発事故などの影響によって，欧米の

先進国では，建設中・計画中の原発はゼロとなり，「脱

原発」の潮流が定着した．一方，日本では依然として原

発政策が推進され，新しく運転を開始する炉の多くは，

日本，韓国，中国など一部の国に限られている．

日本では，福島第一原発事故以来，新しい原発を設置

することは難しくなってきた．脱原発に取り組む欧米の

国々の大勢は，再生可能エネルギーによる発電を促進す

るというエネルギー・シフトに取り組んできた（長谷

川，２００３：１８４－１８５）が，日本では明確な対案が示され

ていない．日本における原子力反対運動が成功をおさめ

なかったことの一つの証明である．

２０１１年３月１１日に起きた福島第一原発事故の直後，

日独両国の原子力政策の方向は大きく異なっていた．

２０１２年５月５日の時点で日本中の全原発は４０年ぶりに停

止した（舩橋，２０１３：３６）．しかし安倍政権の下では，

現在まで（２０１６年１２月）愛知県にある伊方原発，鹿児島

県にある川内原発，福井県にある高浜原発の３基が再稼

働された（NHK）．ドイツにおける対応を次節で見てみ

よう．

３．３ ドイツのエネルギー政策と原子力反対運動の歴史
１９５０年代にドイツでは原子力発電開発が始まった．原

子力総務連邦省がフランツ・ヨーゼフ・シュトラウス原

子力担当相の下で設立された．１９５６年には，ドイツの原

子力委員会が設立され，民生用原子力産業の開発を担当

した（Sternstein,２０１３：１９, Rucht,１９８０：１７－１９）．

ドイツでは，早い時期から原子力利用に反対する運動

が行われていた．全国レベルで，研究者や有識者を中心

とし，様々な団体からの支援によって行われていた運動

だった．

核に関する研究を行う１８人の科学者たち（ゲッティン

ゲンの１８人）が，１９５７年４月１２日に西ドイツのゲッティ

ンゲンにおいて，西独首相コンラッド・アデナウアーと

当時の国防大臣フランツ・ヨーゼフ・シュトラウスに対

して，反対の意見を発表した．オットー・ハーン，ヴェ

ルナー・ハイゼンベルク，カール・フリードリヒ・フォ

ン・ヴァイツゼッカーなどが西ドイツの核武装に反対す

るとともに，一切の核開発に関する研究に関与しない姿

勢を示した．その発言は「ゲッティンゲン宣言」と称さ

れる．

１９５８年３月に「原爆死反対闘争」（Kampf dem Atom-

tod）というモットーの下で，西ドイツの反核平和運動

がドイツ社会民主党（SPD）と労働組合によって後援さ

れ，本格的に始まった．１９６０年代には「復活祭行進」

（Ostermarsch）という運動が行われた．１９６０年代以降，

平和運動は，ドイツ社会民主党と労働組合の支援に頼ら

ず，自主的に住民を動員し，活動を続けた（Sternstein,

２０１３：２１－２２）．１９６０年代以降ドイツの原子力反対運動

は全国に拡大し，現在まで続いてきた．
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現在では原発に反対する運動を始めとする様々な反対

運動がドイツで行われている．反対運動やデモンスト

レーションを行うことは，住民にとって政治や政策につ

いての意見を表明するためのツールとなったと言える．

欧米では，チェルノブイリ事故とスリーマイル島原子

力発電所事故は，原子力政策に大きな影響を与えた．

１９７９年３月２４日にアメリカ合衆国東北部ペンシルベニア

州，ハリスバーグのスリーマイル島原子力発電所でス

リーマイル島原子力発電所事故が起きた．部分的炉心溶

融，放射能雲が発生したので，２０００００人が避難した．欧

米では，この事故によって，原子力技術の安全性の神話

が破壊されはじめた（Sternstein,２０１３：１７２）．

２００９年９月に原発の運転期間を延長するという法律

（Gesetz zur Laufzeitverlängerung）が可決された．それ

以前に全国でデモが行われ，ベルリンで約５０００人が集

まった．そして約１２００００人はクリュンメル原発からブル

ンスビュッテル原発まで人間の鎖を形成した．または約

１０００００人は連邦議会議事堂を取り囲んだ（Sternstein,

２０１３：１９５）．

２０１１年までドイツ政府は日本の政府と同じように原子

力発電を推進しようとしていた．１９７０年代以降原子力が

経済のために必要だと企業側は主張していた．エネル

ギー企業は原子力が他のエネルギー電源より安く，そし

てエネルギー不足のために不可欠だと言っていた．しか

し Ruchtによると，それは神話に過ぎなかったのであ

る．２０００年代に入ると，原子力に対する意識や世論が少

しずつ変わったため，推進派と反対派の間で議論が本格

化した（Rucht,１９８０：３６－４０）．

２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災の直後，様々な

場所でデモンストレーションが行われた．約６００００人は

ネッカーヴェストハイム原発からシュトゥットガルトの

議会（Landtagsgebäude）までの人間鎖を形成した．約

２５００００人が参加した幅広いデモがベルリン，ハンブル

グ，ケルン，ミュンヘンで行われた．

福島第一原発事故の数日後に，連邦政府は原子力政策

の転換を決定し，脱原発を決めた．２０１１年６月３０日には

ドイツキリスト教民主同盟／バイエルン・キリスト教社

会同盟（CDU／CSU），自由民主党（FDP），ドイツ社会

民主党と同盟９０／緑の党（B９０／Grünen）によって原子

力法・原子力基本法を改正するために第十三法が採択さ

れた．ドイツの政府は国内１７基の原発のうち７基を停止

した．その後，メルケル内閣は２０２２年までに１７基ある全

ての原発を廃炉することを正式に決定した．そのため

に，改めて原子力基本法を制定した（原子力基本法の新

編）（Sternstein,２０１３：１１,１９６）．

4 地域経済の貧困と土地収用問題

４.１ 六ヶ所村の過疎と開発計画
青森県六ケ所村は本州の最北端に近い下北半島太平洋

岸に位置しており，一万人ほどの住民が住んでいる．

１９７０年代の六ヶ所村は財政面や人的資源で恵まれず，地

理的・社会的・歴史的な「周辺性」が顕著であった．日

本における原子力発電所の立地点はいずれも交通の不便

な過疎地であるが，六ヶ所村もその例にもれない．

六ヶ所村では高校進学率や大学進学率が低かったため

に，六ヶ所村出身の専門職層が限られていた．自由な立

場から自分の意思を発言できる人たちがあまりいなかっ

た．従って，原子力施設反対運動は地権者と漁業権者で

ある農漁業者を中心とした運動だった（長谷川，１９９９

年：６２－６３，６６－６７）．

１９７０年代には大規模な工業団地を造成し企業誘致をは

かったが，めぼしい企業が来ることはなかった．その結

果，農漁業従事者にとって原子力施設は有力な就業機会

となった（秋元，２００１：１１６）．第一次ベビーブーム世代

の多くは村から離れたが，村に居住し続けた者は村役場

に勤務する人と核燃料サイクル施設に関連する仕事に就

く人が多かった（長谷川，１９９９：６２－６３，６６－６７）．

青森県六ヶ所村は元々保守的であり，「国策」という

政府の政策に反対する人々に対する圧力となった．また

地縁，血縁関係が深く，それらが住民を相互に監視する

働きを持っており，匿名性を保ちがたく，反対の意思を

自由に表明することができなかった．反対運動を表明す

ることは，家族の就業機会を狭め，村内や集落内で，家

族ぐるみで孤立化する危険性があった（長谷川，１９９９：

６９）．

青森県六ヶ所村の経済的な背景について説明して行き

たい．鎌田（智）は青森県の農業の状況については，次

のように語っている．

『やませ』という冷たい風が吹いて海から押し寄せてく

る．ほんのちょっとした期間しか作物が育たない．金

銭が入らないという生活ですね，畑作中心でも葉物が

できない．今ではなが芋を売り出していますが，せっ

かく水田開発が始まったと思ったら，すぐ減反政策に

変わった．なが芋とか根菜類とか，そんなものしかで

きなかったのです（鎌田，２０１６：４）．

鎌田によると，青森県では，農業のための条件が厳し
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かったため，農家は農業だけでは生きていけない．従っ

て，農業経営が厳しい状況になっているので，１９７０年の

１人あたりの村民所得は２３万９０００円で，県平均の６割，

全国平均の４割にすぎない，村内に働く場所はなく，大

人の３人に１人は出稼ぎに出ていた．８０年代になって

も，毎年１２００人以上が村外に出稼ぎに行っていた．木村

常紀村議は当時（８０年代，８４年），村民にアンケートを

した結果として，「怖いけれど，嫌だけれど，働く場所

がない，雇用の場が欲しい」ということが明らかになっ

てきた（伊藤，２０１６：８－９）．原子力施設は「雇用の

場」となっていたわけである．

政府から補償金をもらうために，農漁業者は漁業権と

地権を売却した．青森県は２０年間に近い期間に企業を誘

致してきたために，早い時点で原子力施設建設予定地の

買収と漁業補償が，すでに終了していた（長谷川，

１９９９：６７）．実際に原子力施設が来る前に全ての買収が

終わっていたことで，反対運動のなかには諦めムードが

広がっており，反対運動を弱める原因となった．

新全総が策定される以前に土地買収はどんどん進めら

れてきた．鎌田によると，用地買収はだいたい１９７０年代

前半にほぼ終了していたとされる（鎌田，２０１６：２－

３）．

１９６９年に「むつ小川原開発計画」が盛り込まれていた

新全国総合開発計画（新全総）が決定された．「むつ小

川原開発計画」は六ヶ所村を中心にし，巨大な石油コン

ビナートを建設する計画だった．しかしながら，結局石

油コンビナートは失敗に終わった．その大きな理由とし

てオイルショックの影響が挙げられると，伊藤は指摘し

ている（伊藤，２０１６：８－９）．

１９８５年に原子力施設の誘致が決定された．その後，立

地に伴う電源三法交付金で，道路や水道，医療施設など

が整備され，漁場管理レーダー導入や特産の長いも焼酎

の工場など漁業・農業の振興も進められている．こうし

た施設の立地で村は豊かになった．１９８５年度約１７億円

だった税収は２０１３年度には約７６億円になった．村内の失

業率が減少してきた．核燃事業を展開する日本原燃の社

員は２５３０人（２０１５年４月１日現在）で，うち２０５人は村

出身者で，関連企業で働く人も増加してきた．村の出稼

ぎ者は１８０人（２０１３年度）にまで減少した（伊

藤，２０１６：１０）．現在まで住民の原子力施設への依存度

が高いので，六ヶ所村での反対運動は現在では下火に

なっている．

県レベルの反対運動においては，六ヶ所村での財政

的，人的資源の不足を補完してきたのは，県内の農業者

による反対運動と，八戸市，三沢市，青森市，弘前市な

どの県内の拠点都市在住者による反対運動だった．八戸

市を拠点とする弁護士たちは核燃料サイクル阻止一万人

訴訟原告団と同弁護団を結成し，核燃４施設に関する行

政訴訟を起こしたが，その訴訟はいずれも敗訴に終わっ

た（長谷川，１９９９：６９－７０）．このような経過をたどり

ながら，青森県全体のレベルにおいても原子力反対運動

が成功を見せなかったと言えるだろう．

４.２ ゴアレーベンの建設計画と土地問題
ゴアレーベンはエルンスト・アルブレヒト（Ernst Al-

brecht）（内閣）総理大臣の下で１９７７年２月２２日に原子

力施設の建設予定地として発表された（Sternstein,

２０１３：１５５）．「ゴアレーベンに最終処分センター」とい

う計画は７km×７kmという巨大な敷地にウラン濃縮工

場，燃料加工工場，中間処分場（低レベル・高レベル両

方），カストア（Castor）（＝廃棄物を入れる容器）再処

理工場，最終処分場を建設するという巨大な計画だった

（宝の山，ブログ，Edler,２００１：１１）．

ドイツの政府は日本の政府と同じように過疎地を建設

立地点として選んだ．ゴアレーベンが位置しているリュ

ヒョウ・ダンネンベルク郡は全国で比較的に貧しく経済

的発展から取り残された地方である．ドイツ民主共和国

の国境付近に位置しているという事情は同郡が建設立地

点として選ばれた理由の一つである．それは建設予定の

原子力施設で事故が起きても，大勢の人が集まる場所ま

で影響が及ばないからである．リュヒョウ・ダンネンベ

ルク郡の人口は比較的に低く，１２２０平方キロメートルに

約５００００人である（Sternstein,２０１３：１５６, Edler,２００１：

１２）．

ゴアレーベンで行われている反対運動の中心となった

のは，原子力施設の建設に反対するビュルガーイニシア

ティブ・リュヒョウ・ダンネンベルク（Bürgerinitiative

Lüchow-Dannenberg）（会長：マリアンネ・フリツエン

（Marianne Fritzen））である．ビュルガーイニシアティ

ブ・リュヒョウ・ダンネンベルクと環境保護ビュルガー

イニシアティブ連邦連盟（Bundesverband Bürgerinitia-

tiven Umweltschutz, BBU） は密接に連携していたの

で，ビュルガーイニシアティブ・リュヒョウ・ダンネン

ベルクの影響力が大きかっただろう（Sternstein,２０１３：

１５６, Edler,２００１：１１－１２）．

ゴアレーベンでの建設予定地の面積は１２平方キロメー

トルであった．日本の青森県六ヶ所村と違って，原子力

施設を誘致する前に土地買収がまだ済んでいなかった．
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ドイツの場合には土地買収問題は現在までに（２０１６年１０

月）解決していないのである．それは，土地買収につい

ては，ゴアレーベンの住民たちと，原子力施設の建設を

担当していたドイツ核燃料再処理施設有限会社（DWK

（Deutsche Gesellschaft für Wiederaufbereitung von Ker

nbrennstoffen）の間に激しい争いが続けられてきたか

らである（Sternstein,２０１３：１５７,１６０－１６１）．

１９７７年４月下旬に国境警備隊（Bundesgrenzschutz）

は建設予定地の売却を要求し，土地の所有者に圧力をか

け始めた．ゴアレーベンの住民たちは反対の声を上

げ，１年後に国境警備隊が DWKに一時的に呼び戻され

ることになった．その後，建設予定地の問題がまだ解決

されていなかったため，予定地の売却についての議論が

始まった．原子力反対運動を応援してきたジークフリー

ド・デ・ウィット（Siegfried de Witt）弁護士は，建設

予定地の中心にある部分を売却しない限り，DWKによ

る提案を受け入れることを，土地所有者に提案した．そ

のため数多くの土地所有者は自分の土地を売却した．結

果として，DWKは４０％の建設予定地を得ることができ

た（２５百万 DM）（Sternstein,２０１３：１６１－１６４）．

しかし，土地所有者がまだ建設予定地の半分以上を

持っていたことは原子力施設反対運動にとって，大きな

チャンスとなった．当時，建設地予定の５５％を所有して

いたグラフ・アンドレアス・フォン・ベルンストルフ

（Graf Andreas von Bernstorff）大地主が自らの反対を発

表したことは原子力反対運動にとって大きな意義を持っ

ていただろう（Sternstein,２０１３：１５７）．

１９７０年代後半に反対派は様々な反対活動を行った．そ

の活動によって，国境警備隊との戦いが続けられ，原子

力施設問題の解決は進まなかった．１９７７年に約１５０００人

が参加した幅広い集会が開始され，植樹イベント

（Baumpflanzaktion）などが行われた．同年５月１１日に

数多くの土地所有者・地主たちはグラフ・ベルンストル

フと一緒に土地所有者・地主の協会を設立し，建設予定

地を売却しないという強い意志を示した（Sternstein,

２０１３：１６０－１６１）．

しかしながら，建設予定地の売却が現在まで解決して

いないほどに，ドイツでの反対運動が強いにもかかわら

ず，結果として原子力施設はゴアレーベンで建設される

ことになった．

このように日独両国における原子力施設の建設計画は

地域経済が相対的に貧しい地域を対象に行われることが

多い．農民たちは貧しい土地を売ることで，就業の機会

を得ることができるからである．六ヶ所村ではそれ以前

に存在した地域開発計画に向けて農民たちは土地を全て

手放していた．このことが六ヶ所村の反対運動の力を大

きくそいだ．一方ゴアレーベンの住民たちは土地の一部

を手元に残しておいた．このことがゴアレーベンでの反

対運動を力づけることになったと考えられる．

5 両国における原子力反対運動と原子力
政策の軌跡

先に述べたように，日本における政治的機会構造は閉

鎖的である．政治的機会構造の閉鎖性とは，ある国の政

府が政治以外の活動主体の意見をあまりに聞かず，政策

を決定しているということを意味している．一方，ドイ

ツの政治機会構造は日本のそれに比べて開放的であると

考えられる．こうした観点から六ヶ所村とゴアレーベン

における原子力施設反対運動を比較，検討してみたい．

５.１ 六ヶ所村の保守的風土
１９７０年に青森県は１９６９年に決定された新全国総合開発

計画に盛り込まれた「むつ小川原開発計画」を発表した

（光本，２０１１：９１，長谷川，２００３：１９６）．

同計画は「国策」というシンボルを掲げて権威をもっ

ていた．１９９５年までの北村県政の時代に，国策であるこ

とを過大評価する事大主義的な傾向があった．言い換え

れば，県議会議員や村議員などは国策に協力すべきだと

思っていたのである．従って，国の原子力政策に反対す

るのは国または政府に反対するということと同じ意味を

持っており，強く反対することが困難であったわけであ

る（長谷川，１９９９：６９）．

青森県では，保守系の議員が過半数を占めていたた

め，青森県知事や県議会議員は原子力施設の建設を推進

しようとしていた．県議会や村議会レベルでは，反対の

意志を示す人が少なく，住民が反対の声を上げても，結

局建設は知事，県議会，村議会によって決定されている

ので，反対する意味がないと思えるだろう．

六ヶ所村の場合では，１人の村長だけが開発に対する

反対の声を挙げた．それは，１９６９年１２月に当選した寺下

力三郎である．１９７１年８月２０日に寺下村長，２５日に六ヶ

所村議会が原子力施設の建設に反対の意志を示した（舩

橋，２０１３：１５）．

六ヶ所村では，反対運動が始まったきっかけとし

て，１９７１年の開発計画の発表によって反響が呼び起こさ

れたことが挙げられる．当時，村長が開発反対の姿勢を

貫き，様々な運動組織が結成された（大坪，１９９９：４３）．

寺下村長が反対派だったので，反対運動が強まってき
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た．そのため，１９７１年から１９７３年にかけては六ヶ所村内

の住民運動が高揚した（舩橋，２０１３：１５）．

その反対運動については，大坪正一と長谷川によると

農漁業者による運動という性格が強かった．それは六ヶ

所村で最初に立ち上がったのは濃漁民だったからである

（大坪，１９９９：３７，長谷川，１９９９：６７）．農漁業が中心と

なっている六ヶ所村では，１９７１年に漁業者は「泊漁場を

守る会」，または「六ヶ所村むつ小川原開発反対同盟」

を結成した（舩橋，２０１３：１５，秋元，２００１：１１０）．

しかしながら，１９７２年１２月２１日に開発反対を表明して

いた六ヶ所村議会は寺下村長と決裂するかたちで，開発

推進の意見書を決議し，態度を転換した（舩橋，２０１３：

１６）．従って，同時期以降，運動は沈静化してきた（大

坪，１９９９：４３）．

寺下村長の任期が終わると，建設推進派の人が当選し

た．１９７３年１２月の村長選挙で古川伊勢松が当選したので

ある．古川は推進派だったため，同年以降に開発推進と

いうことで決着がついていた（光本，２０１１：９１，秋

元，２００１：１１６）．その上で，１９７９年２月に推進派である

北村正哉が知事に当選した（舩橋，２０１３：１８）． 推進派

の村長と知事が職に就き，村議会と県議会で推進派の議

員が多かったので，反対運動が復活できず，下火になっ

ていった．

１９７０年代後半にむつ小川原港建設漁業補償問題が起き

た．当時，反対運動が弱かったため，青森県の原子力施

設の受け入れに対して批判の声が挙げられたものの，そ

の影響力は少なかった．１９７９年１０月に米内山義一郎が損

害賠償代位請求訴訟を提訴したが，それが敗訴に終わっ

た．漁業補償問題が解決され，１９７９年６月には，六ヶ所

村漁協，六ヶ所海水漁協が青森県との漁業補償協定書に

調印した．そして，１９８０年２月に泊協も漁業補償協定書

に同意した．青森県と村内３漁協は総額１７０億円で妥結

した（秋元，２００１：１１６，１１０，舩橋，２０１３：１８，２１）．

「むつ小川原開発計画」の下で青森県は税金を投入

し，企業誘致の基盤整備をしてみたものの，企業はやっ

てこなかった．青森県は石油化学コンビナートを誘致し

たが，１９７３年にオイルショックが起きたので，それは失

敗に終わった．当時，建設予定地の土地を買収したむつ

小川原開発株式会社には，１９８３年末に１３０３億円の借入金

があるということが明らかになった（舩橋，２０１３：１８－

１９）．それは建設予定地で国家石油備蓄基地が建設され

たが，工業用地のほとんどは売れ残ったからである．そ

のため，青森県は経済を活性化するために，結局核燃料

サイクル施設を誘致するという方法しかなかった（長谷

川，２００３：１８１－１８２，大坪，１９９９：３６）．

電気事業連合会（電事連）は，１９８４年に「下北半島の

太平洋側に核燃料３施設の建設」を申し入れた．青森県

庁は１９８５年に受け入れの回答をし，電事連と「原子燃料

サイクル施設の立地への協力に関する基本協定」を締結

した．同年４月９日に北村前青森県知事による核燃サイ

クル施設の受け入れを表明した（山田，２００８：１１３，秋

元，２００１：１１０）．

１９８０年代に海域調査問題が焦点となった．１９８５年に核

燃サイクル海域調査が開始された．原子力施設の建設に

関する意思決定の重要な機会だった．そのため，１９８５年

と海域調査が実施された１９８６年にかけては，漁業者は海

域調査について慎重，反対派，推進派に分かれ，深刻な

対立関係に陥った．海域調査は建設手続きに必要な立地

環境調査の一環であるため，原子力施設反対運動はその

調査を阻止しようとしていた．結果として，原子力施設

反対運動がまた一時的に高揚した．しかしながら，結局

海域調査は計画通りに行われ，原子力施設の建設が推進

された．

海域調査を実施するために，漁協の同意と協力が必要

であった．漁協の同意を得るために，海域調査協力金な

どが事業者側から漁業者に支払われた．結局，海域調査

が計画通りに実施された．そのため，抗議運動は限られ

た少数者にとどまるようになった（秋元，２００１：１１０，

１１２，１１７，長谷川，２００３：１９８－１９９，長谷川，１９９９：

６７）．

原子力反対運動がまた高揚したのは，１９８６年に起きた

チェルノブイリ事故の直後であった（舩橋，２０１３：

２１）．長谷川と大坪によれば，１９８６年に起きたチェルノ

ブイリ原発事故を契機に県内の反核燃運動が高揚した

が，六ヶ所村民の運動は連動しなかった（大坪，１９９９：

４３，長谷川，２００３：１９８－１９９）．

当時の原子力反対運動の中心となったのは女性グルー

プと農業者であった．農協青年部と農協婦人部は反対運

動を担い，青森県農協中央会のトップや農政連の幹部が

農協青年部や婦人部などの核燃反対運動を支援していた

（鎌仲 ，２００９：５３，長谷川，１９９９：６８－７０）．１９８７年４

月９日に「放射能から子どもを守る母親の会」は「核燃

まいね！（核燃はいらない）」という意見広告を地元紙

に掲載した（長谷川，２００３：１９８－１９９）．

六ヶ所村の１９８９年の村長選挙では村長候補者である土

田浩との政策協定の是非をめぐって，核燃反対派は分裂

した．それは，社会党系と共産党系の間で主導権争いが

あったからであった．その結果旧社会党系の得票が落ち
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込み，共産党は多数の議席を失った．１９８９年１２月に当選

した土田村長は最初に「凍結」を掲げたのにもかかわら

ず，その後，安全協定を締結し，核燃の建設プロセスを

是認した（長谷川，１９９９：６７－６８，２０１－２０３）．１９９０年

１２月１２日に土田村長は「住民投票はしない」と答弁した

（舩橋，２０１３：２２－２３）．

１９９１年２月３日の北村正哉が当選した知事選挙と同年

４月の村議選以降，核燃料サイクル施設の既成事実化は

政治的にも進み，核燃反対を表明する議員はゼロになっ

ているという状態が現在まで続いている（舩橋，２０１３：

２３，長谷川，２００３：１９９－２０１）．１９９１年の知事選での敗

北を契機に反対運動は運動の支持勢力が拡大する高揚期

を終え，むしろ支持勢力を失ったため，現在まで選挙戦

で敗北を続けていた（長谷川，２００３：２０１－２０３）．高速

増殖炉「もんじゅ」の１９９５年のナトリウム漏れ事故を始

めとする事件やトラブルが続いてきたのにもかかわら

ず， 原子力反対運動は復活しなかった（鎌仲，２００９：

５８）．

２０１１年３月１１日に起きた福島第一原発事故の直後，

日本では一時的に脱原発が議論され，そして野田政権下

の２０１２年５月５日の時点で日本中の全原発は４０年ぶりに

停止した（舩橋，２０１３：３６）．しかしながら，安倍政権

の下で原発が相次いで再稼働されている．現在（２０１６年

１０月）では愛知県にある伊方原発，鹿児島県にある川内

原発，福井県にある高浜原発の３基が再稼働された

（NHK）．

５.２ ゴアレーベン農民の活発な反対運動
ゴアレーベンが位置しているリュヒョウ・ダンネンベ

ルク郡は，六ヶ所村と同じように，比較的に貧しい地域

だったのにもかかわらず，財政的な不安があるという声

が上がらなかった．先に述べたように，原子力施設の誘

致に先立って，六ヶ所村には大きな地域開発計画が作成

されており，それが頓挫したまま６年の歳月が流れてい

た．一方ゴアレーベンには，いきなり原子力施設建設が

持ち掛けられた．またドイツには貧しい地域の人々が収

入を得るために出稼ぎに行くという習慣はなかった．そ

して，原子力施設は危険性の高い技術だというイメージ

が強かった．そのため地域内に危険な施設を建設してま

で就業のチャンスを得なければならないという必然性は

なかったのである．従って，ゴアレーベンの住民たちの

原子力施設に対するイメージは六ヶ所村民のそれとは異

なっただろう．

そのため，ドイツでは１９７０年代以降アッパーライン

（ライン川上流地方）では参加者の幅広い原子力反対運

動が徐々に広まっていった．同時に住民たちは，原子力

が必要ではないということを証明するために，原子力エ

ネルギーの代わりとして代替エネルギー・再生用エネル

ギーの利用方法に取り組んできた（Sternstein,２０１３：

２２,９０）．

Kassel（２００３：４５－５５）によると，ドイツの原子力反

対運動には次の特徴があった．（１）大勢の科学者は政

府と協力し，推進派だった．そして，原子力施設は安全

だと言い続けていた．それに応じて，反対派は，原子力

施設の危険性を証明するために，推進派の議論が間違っ

ていると論破し，自ら原子力関係の様々な科学的調査・

計算・検討などを行った．（２）反対運動に参加してい

る人々は長い間疎外されてきた．国境警備隊は参加者を

厳しく観察した上，警察の反対運動に対する態度は暴力

的であり，苛烈だったと言える．（３）デモや反対活動

が行われた際には，反対派と国境警備隊の対立は激し

かった．しかし国境警備隊員の一部には反対運動にたま

に参加し，反対派と協力したものもあった．

ドイツの原子力反対運動は，デモなどの直接的行動を

通じて社会に訴えかけることが多い．ゴアレーベンの国

境警備隊との紛争が問題の焦点になったのはその例であ

る．これに対して日本では選挙の結果に大きな比重が置

かれるようである．ドイツで行われた反対運動の特徴や

性格を描写するために，ゴアレーベンでの原子力施設に

対する反対運動を検討していきたい．

ドイツにおける反対の声を収めるために，ドイツ国内

で原子力施設を建設し，運営している事業者や政府は，

建設が予定された原子力施設は安全だと主張していた．

そして地域経済の発展に不可欠なものだと言いつつ，宣

伝キャンペーンを行っていた．1977年３月に DWKは

原子力施設の安全を証明するために，無料で人を車に乗

せ，原子力施設を紹介するという情報キャンペーンを

行った．そして，同じ目的で，同年４月から DWKは

「DAN」（DANとはリュヒョウ・ダンネンベルク郡の車

のナンバーを示す）という雑誌を刊行し，情報センター

を建設し，地方の市町村まで情報バスを送った（Stern-

stein,２０１３：１６３）．

１９７７年３月上旬には２５人によって原子力施設反対運動

の中心となった環境保護ビュルガーイニシアティブ連邦

連盟が設立された．同グループには高揚期で約４００人の

メンバーがいた．環境保護ビュルガーイニシアティブ連

邦連盟はチラシを配り，不定期にリーフレットを発行

し，新聞広告を出し，説明会を開くといった様々な反対

66 ティナ・ヒューゲル



活動を行った．その上，保守的な地方の住民たちと全国

の原子力反対運動の仲介役を果たしたため，重要な意義

を持っていたと言える．環境保護ビュルガーイニシア

ティブ連邦連盟に特徴的だったのは勢力のある原子力反

対運動のグループと密接に連携してきたということだっ

た（Sternstein,２０１３：１５８－１５９）

ドイツの原子力反対運動の中心となったのは農民た

ちだった．１９７９年２月８日に農民は「アルブレヒト，私

たちは来るよ！」（Albrecht wir kommen）というモッ

トーの下に１１５台のトラクターに乗り，州都ハノーバー

（Hannover）まで行った．当時の元ニーダーザクセン首

相はエルンスト・アルブレヒト（Ernst Albrecht）だっ

たため，そのモットーを選んだ．１９７９年３月に農民はト

ラクターだけでなく，鳥や豚などの動物をたくさん連れ

ていき，ハノーバーへの途中にある市町村でデモや反対

行動などを行った（Sternstein,２０１３：１７０）．

ハノーバーに到着した際には，参加者の数が数千人に

達し，トラクターは約３５０台に増えていた．人はトラク

ターだけではなく，数多くの車や自転車に乗り，ハノー

バーまで行った．強い反対の意思を示すために，人々は

ハノーバーに到着した直後に，１０万人の大デモを行っ

た．それは「ハノーバーデモ」（Hannover-Treck）の高

揚期であり，ドイツにおける戦後最大のデモだった．

「ハノーバーデモ」に数多くの人が参加した理由とし

て，同年３月２８日にアメリカ合衆国東北部ペンシルベニ

ア州ハリスバーグにあるスリーマイル島原子力発電所で

事故が発生したということが挙げられる（Sternstein,

２０１３：１７１－１７２,１７６－１７７, Edler,２００１：２２－２３）．

同年５月１６日には，エルンスト・アルブレヒト・元

ニーダーザクセン首相は再処理工場の建設が中止になる

ことを生中継のテレビ出演で報告した．アルブレヒトは

「エネルギー政策の将来が不安定である限り」建設を行

うわけにはいかないと発表した．その報告と政策方針の

転換は原子力反対運動の勝利として見られた．

再処理工場の建設は中止になったが，中間貯蔵施設の

建設と最終処分場の審査活動は，計画通りに行われた．

そして，州政府はその計画をなるべく早く推進するため

に，計画の実施に力を入れてきた（Sternstein,２０１３：

１７４－１７５）．

１９７０年代後半と１９８０年代前半には，原子力施設を建設

するために必要なボーリング調査が焦点となった．１９７９

年３月２８日から４月３日にかけては，ボーリング調査に

関するゴアレーベン・ヒアリングが行われた．国境警備

隊員が数多く集まり，ゴアレーベン・ヒアリングを監視

した．１９７９年４月１４日に浅い掘削が着工された（Stern-

stein,２０１３：１６８－１６９）．

１９７９年９月１０日には，州政府は深い掘削を開始した．

掘削の着工が発表された結果として，反対の声が挙げら

れ，４００人は建設地にある道路や伐倒する予定だった木

の前に座り込み，掘削を止めようとしていた．しかし，

数多くの人は国境警備隊によってそして結局掘削は行わ

れた（Sternstein,２０１３：１７６－１７７）．

１９８０年代以降，ボーリング調査に対する争論が激しく

なり，反対運動は高揚期に入った．１９８０年５月３日に約

５０００人がボーリング調査を止めるという目的を持って，

直接に掘削孔に行った．そして，政府の許可を持たず

に，掘削孔の周りで「ウェンドランド自由共和国（Re-

publik ’Freies Wendland’）」という名のもとに「ムラ」

をゼロから建築した．最初にテントを張り，キャンピン

グに似た状況で簡単な生活を過ごしていたが，少しずつ

木造の建物を建設し始めた．しかし，掘削孔とその周り

の敷地は DWKの所有地だったので，DWKまたは政府

の許可なしでは，掘削孔の占拠は行動違反にすぎなかっ

た（Poggendorf,２００８：８９－９０, Edler,２００１：２４）．

１９８０年３月５日にリュヒョウ・ダンネンベルク郡の会

議は政府の希望に従い，２つの掘削に賛成した．ヘル

ムート・シュミット（Helmut Schmidt）首相は「ウェ

ンドランド自由共和国」の解散を命令し，そのために国

境警備隊を送り込んだ．同年６月以降に，国境警備隊は

「ウェンドランド自由共和国」に住んでいる人たちに圧

力をかけ，村を解散させた．その日には，約６５００の国境

警備隊員と約２０００人の抗議者が集まり，激しく対立した

（Sternstein,２０１３：１７７－１７８,１８０, Poggendorf, ２００８：

８９－９０）．

「ウェンドランド自由共和国」は１９８０年５月３日から

同年６月４日にかけて，たったの３３日間しか存続できな

かったのである（Sternstein,２０１３：１７８－１７９,１８０, Pog-

gendorf,２００８：８９－９０）．

ゴアレーベンに建設される予定だった再処理工場は，

ヴァッカースドルフ（Wackersdorf）に建設されること

になった ．結局ゴアレーベンで建設されたのは，（１）

使用済み核燃料棒のための中間施設，（２）ラ・アーグ

再処理工場から返還されたガラス固体化にされた高レベ

ル放射性廃棄物のための中間貯蔵施設，（３）燃料棒を

最終処分するための作業が行われているコンディショニ

ング施設であった（Sternstein,２０１３：１８５）．

１９９０年代に核廃棄物専用車カストア（放射性廃棄物を

収納する大型収納コンテナー）運送に対する論争が始ま
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り，原子力反対運動は改めて高揚した．その中心となっ

たのは当時に設立された「エックス・タウゼントマール・

クヴェア」（X−Tausendmal Quer, Initiative gegen die

Castortransporte X−Tausendmal Quer）であった（Stern-

stein,２０１３：１６０,１８４）．

１９９５年４月に最初の核廃棄物専用車カストア運送が行

われた．燃料棒はフィリップスブルク（Philippsburg）

原発の中にある貯蔵プールから取り出され，２つのカス

トアでゴアレーベンの中間貯蔵施設へ運送された．その

際に，約４０００人が反対の声を挙げ，約７６００人の警察官と

衝突した（Sternstein,２０１３：１９２－１９３，）．

２回目の核廃棄物専用車カストア運送は１９９６年５月８

日に行われた．カストア運送に反対する運動はまだ大き

くなかったため，それが何事もなく終わった．そして核

廃棄物専用車カストア運送は公に発表されなかったとい

う問題も存在したのである．

一方３回目の核廃棄物専用車カストア運送の際には，

大勢の人々が抗議運動に集まった．例えば，リューネブ

ルク（Lüneburg）からダンネンベルク（Dannenberg）

までの鉄道線路上では，座り込みが行われた．「ロビ

ン・ウット」（Robin Wood）というグループのメンバー

はカストア運送を止めるために，道路に立ちはだかる，

木から懸垂下降する，道路の下に穴を掘る，バリケード

を築くといった様々な妨害活動を行った．また，６５人の

農民たちはトラクターを道路に駐車した．その際には，

妨害工作や暴力事件なども起きた．総計では約３００００人

の警察官が反対派と激しく戦っていた．結果として，抗

議者には３００人の負傷者が，国境警備隊員には７７人の負

傷者が出た（Sternstein,２０１３：１９２－１９３）．

３回目のカストア運送に反対するデモの後に，アンゲ

ラ・メルケル環境相（現在：連邦首相）は，これからも

ゴアレーベンへのカストア運送が予定されていることを

明言した（Sternstein,２０１３：１９３, Poggendorf,２００８：１２５

－１２８）．

２００４年１１月に８回目のカストア運送が行われた．その

際には，原発反対派の一人であるセバスティアノ・ブリ

アット（Sébastien Briat）が死亡し，それが大きな反響

を呼んだ．２０１１年まで１３回のカストア運送が行われた．

13回目には反対運動の激しさのため，それまで行った

カストア運送の中で一番時間がかかったケースとなった

（Sternstein,２０１３：１９３）．それは徐々に原子力反対運動

が強くなってきた証拠だと言えるだろう．

１９９８年に緑の党は初めてドイツ社会民主党（SPD）と

の政権連立に参加することができた．その機会を捉え，

緑の党は SPDとの連立交渉で脱原発を求めた（Sternste

in,２０１３：１９５）．

２０００年６月１４日に当時の社会民主党，緑の党連立政権

は，稼働開始から 30年あまりをめどに原発を廃炉し脱

原子力発電を達成することを，エネルギー供給企業と合

意していた．連立政府のこのような政策は「原子力合

意」（Atomkonsens）と呼ばれている．ドイツの脱原発

政策は，２００２年に原子力法（Atomgesetz）の改正に

よって法律的に一旦確定されたことになる．つまり新し

い原発を建設することは禁止され，他の原発は運転開始

から３２年間の標準稼働期間をめどに停止される．この時

点の「原子力同意」によると，２０２１年までに最後の原発

が稼働停止になるはずだった（Sternstein,２０１３：１９５）．

しかしながら，２００９年に発足したメルケル政権の下

で，２０１０年に原子力政策を転換し，脱原発をしないこと

が決められた．最も古い７基の原発の稼働時間を８年

間，他の原発は１４年間延長することが決定された．新原

発の建設は禁止されていた．このようにして２０１０年１２月

１４日に原子力法が改正され，原子力政策の転換がはから

れたのである（Sternstein,２０１３：１９５）．

つまり２０１１年までドイツ政府は日本の政府と同じよう

に原子力発電を推進しようとしていた．２０１１年３月１１日

に起きた東日本大震災の直後に，ドイツの政府は脱原発

を決めた．２０１１年６月３０日にはドイツキリスト教民主同

盟／バイエルン・キリスト教社会同盟，自由民主党，ド

イツ社会民主党と同盟９０／緑の党によって原子力法が改

正された．ドイツの政府は国内１７基の原発のうち７基を

停止した．その後，メルケル内閣は２０２２年までに１７基あ

る全ての原発を廃炉することを正式に決定した（Stern-

stein,２０１３：１１,１９６）．

6 結論

本稿では，六ケ所村とゴアレーベンの事例をもとに日

独の原子力反対運動を政治的機会構造論という視点から

検討してきた．結論として，日独両国の原子力政策の策

定と反対運動の過程についての，日独両国の共通点と差

異をまとめておきたい．

まず，両国におけるエネルギー政策と原子力反対運動

の共通点を見ていきたい．

両国におけるエネルギー政策にはアメリカの原子力政

策が大きく影響していた．第二次世界大戦後，敗戦国で

ある日本とドイツは，連合国によって占領された．占領

下では原子力開発は基本的に禁止されていたが，１９５０年

代にようやくこうした禁止措置が撤回され，原子力発電
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開発が始まった．

その後，両国における経済成長が期待され，開発の初

期段階では原子力利用に対する楽観論が優勢であっ

た．１９７３年のオイルショックによって，両国は OPEC

に対する依存性に危機感を抱いたため，両国は原子力エ

ネルギーをさらに推進しようとしていた．２０世紀の終わ

りまで基本的に日本とドイツのエネルギー政策には差異

はなかった．両国の企業は原子力は他のエネルギー電源

より安く，エネルギー不足のために不可欠であると主張

していた．そのため，福島第一原発事故までドイツの政

府は日本の政府と同じように原子力発電を推進しようと

していた．ドイツのエネルギー政策が決定的に転換した

のは２０１１年以降だった．

また両国における建設予定地として選定されたのは，

いずれも経済的に弱い過疎地域だった．両国政府は地域

経済を活性化するために原子力施設を建設しようとして

いたのである．このような地方経済という要因は両国の

原子力施設反対運動に大きな影響を与えたと言えるだろ

う．

原子力施設反対運動の担い手の中心となったのは農民

だった．そして，六ヶ所村とゴアレーベンの住民たちの

大半は保守的な人びとであった．貧弱な経済的条件，保

守的な風土という条件があったため，自分の意見，特に

反対の意見をはっきりと表明できる人たちは少なかった

と考えられる．

このように両国の原子力政策とそれに対する住民の反

応には共通点が数多くあったものの，事例として扱った

二つの原子力施設反対運動は結果的には大きく異なった

軌跡を描いた．二つの反対運動と両国のエネルギー政策

はどうして異なったのか．次に，両国におけるエネル

ギー政策と原子力反対運動の差異を検討したい．

第二次世界大戦中に日本は広島，長崎への原爆投下を

経験し，戦後核兵器の被害についての情報は一定期間統

制された．同じ敗戦国でありながらドイツでは核兵器に

よる被害を受けなかったため，原子力に対する国民の認

識は客観的であり危機意識が高かった．そのため，ドイ

ツでは比較的早い時期（１９５０年代）から原子力反対運動

が全国レベルで行われた．しかし，日本の原子力施設反

対運動は各地域のレベルに止まり，全国的な運動と結び

つくことは少なかった．

ドイツにおける原子力反対運動に参加したグループな

どは全国的に連携したため，彼らは大きな財政的資源や

人的資源を持っており，その影響力は大きく，活動を全

国に拡大することができた．そしてドイツの原子力反対

運動のグループは保守的な地方の住民と全国の反対運動

の仲介役を果たしたため，様々なグループと住民の連携

が可能になっただろう．

日本でも全国レベルでの原水爆禁止運動が台頭した

が，その運動はイデオロギー的な対立のため分裂的に行

われ，大きな連携ができなかったため，その影響力は弱

かった．その運動は原発を「反戦平和運動」の視点から

批判するのみであったが，建設予定地での反対運動は農

漁業者を中心とし，原発建設自体を批判した．

地方経済の活性化は両国において重要な課題であっ

た．日本の地方では，農漁業従事者にとって原子力施設

は有力な就業機会となった．これが反対運動を抑制する

要因となった．一方，ドイツでは，出稼ぎなどは大きな

問題ではないし，近くに他の町などがあるため，新しい

仕事を探すのが可能である．

そして，ドイツの原子力反対運動にとって大きな力

（opportunity）となったのは緑の党だった．１９９８年に緑

の党は初めてドイツ社会民主党との連立政権に参加し

た．日本にも緑の党があるが，財政的にも人的にも運動

に活用できる資源が圧倒的に少ない．そのため，国政選

挙においても地方選挙においても議員として選ばれる可

能性は極めて限られている．この差異が原発反対運動を

政治的次元で展開する機会について両国に大きな差異を

もたらしている．

日本はエネルギー自給率が低いため，３．１１を経験した

後も原子力に依存し，事故のため運転中止になった原発

を再稼働しようとしている．つまり日本の原子力政策は

１９５０年代から現在にかけて基本的に路線変更されなかっ

たのである．これに対して，ドイツの政府は福島第一原

発事故をきっかけに，国家的に「脱原発」を決定するこ

とができたのである．

日本では，原子力政策はある意味での「国策」であ

る．したがって原子力政策に反対するということは政府

や国を批判するという意味を持っている．一方ドイツの

エネルギー政策は中央政府が決めるものではあるが，日

本の「国策」のようにシンボリックな権威を持っていな

い．また地方政府としてのドイツの州は独立性が強く，

ある程度の権威を持っている．そのため，ドイツの州は

中央政府の政策に従属すべきだと思っていない．

日本では，血縁や地縁などの関係が強く，それらが住

民を相互に監視する働きを持っているので，個人的にで

あっても反対の意見を言うのが容易ではない．逆に，ド

イツ人にとっては政府に対しても自分の意見を言うのが

大切なことなのである．
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以上の比較から筆者は次のように主張したい．日本に

おける政治的機会構造は閉鎖的であるという点である．

政治的機会構造の閉鎖性とは，政府は政治以外の活動主

体の意見をあまりに聞かず，政策を決定し，推進しよう

としているということを意味している．これに対してド

イツの政治機会構造はより開放的であるため，原発反対

運動など市民が表明する意見の影響力が相対的に強い．

ドイツでは反対運動やデモンストレーションを行うこと

は，政策についての意見を市民が表示するための重要な

手段として認知されているのである．

注

１）「運動」「変動」という政治現象の動態的側面を強調して

政治について考察・分析しようとする研究者は，政治過

程という語を意識的・積極的に使用する傾向がある．政

治機会構造論は政治過程論の一つの説である．

２）新型炉や核燃料・核廃棄物に関する研究開発を担当する

特殊法人として，動力炉・核燃料開発事業団（動燃）が

１９６７年に設立された（本田，２０１４：７３）．
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